
平 成 ２ ５ 年 ３ 月 定 例 会 提 出 案 件 

 

【３月６日提出】 

 

［条  例 ２件］ 

 

市議案第４９号 

 豊中市国民健康保険条例の一部を改正する条例の設定について  

 

国民健康保険法施行令の一部改正（平成２５年政令第１６号。平成２５年１月２５日公布，平成

２５年政令第３９号。平成２５年２月２２日公布）に伴い，特定継続世帯に係る世帯別平等割額の

軽減措置を講じるとともに，保険料の基礎賦課総額の算定方法の特例措置を延長するもの 

 

市議案第５０号 

   平成２５年度分の国民健康保険料の料率の特例に関する条例の設定について 

 

⑴ 基礎賦課額の保険料率                      

       （区   分）   （平成２５年度）   （平成２４年度） 

   所得割       １００分の７．８４   １００分の７．８４ 

      被保険者均等割     ２６，５１０円      ２９，５１０円 

     世帯別平等割                         

      特定世帯又は特定継  ２１，７０２円          ２１，７０２円 

続世帯以外の世帯    

      特定世帯             １０，８５１円          １０，８５１円  

      特定継続世帯      １６，２７７円 

【参考】一人当たり保険料月額 ５,２４８円 

       （前年度 ５,３７２円に比し△１２４円 ２.３１％の引下げ） 

 

⑵ 後期高齢者支援金等賦課額の保険料率               

       （区   分）   （平成２５年度）   （平成２４年度）  

     所得割       １００分の２．２３   １００分の２．２３  

被保険者均等割      ８，２９９円      ８，２９９円  

     世帯別平等割                          

      特定世帯又は特定継   ５，９６５円      ５，９６５円 

続世帯以外の世帯    

      特定世帯        ２，９８３円      ２，９８３円  

      特定継続世帯       ４，４７４円 

【参考】一人当たり保険料月額 １,５１９円 

   （前年度 １,５３４円に比し△１５円 ０.９８％の引下げ） 

 

⑶ 介護納付金賦課額の保険料率                   

       （区   分）   （平成２５年度）   （平成２４年度）  

     所得割       １００分の１．９３   １００分の１．９３  

     被保険者均等割     １３，０７６円     １３，０７６円 

 

【参考】一人当たり保険料月額 １,７０４円 

   （前年度 １,７２８円に比し△２４円 １.３９％の引下げ） 

 

 


